




２ 消費者教育・啓発の主な取組

○ 出前講座の開催

○ 消費生活大学講座の開催

※ 年２回（６月／12月） 各１万２千部 発行

○ ＷＥＢサイトや各種ＳＮＳを活用した情報提供

２

学校、市町村、公民館、社会福祉協議会などからの依頼により講師を派遣し、消費生活に関する講座を開催
※ 講師は青森県消費生活センターの教育啓発課職員が担当

寸劇付きの場合、「消費生活大学院」（青森県消費者協会事業）で学ぶグループの有志が演者を担当

令和６年度実績：66回実施
2,811人受講 ［中学・高校：７回、825人／大学等：１回、136人／地域：58回、1,850人］

令和６年度実績：６回実施 参加者数： 延べ625人

多様化する消費生活に消費者自らが主体的・合理的に対応し、行動するために必要な知識を継続的に学習する連続
講座を開催

・会 場 県民福祉プラザ 県民ホール
・対象者 消費者問題に関心があり、学習意欲のある方
・アーカイブ配信 開催後３日後から２週間

○ 消費生活情報誌の発行

消費者トラブル未然防止のための啓発や消費者関係法令等の改正その他消費生活に関する情報
を掲載した消費生活情報誌「消費者情報あおもり」を発行

青森県消費生活センターウェブサイトやFacebook・LINE・YouTubeによる情報提供



３ 消費者教育コーディネーターの活動

（１）消費者教育コーディネーター配置に至る経緯

・ 県センター業務部の教育啓発課３名を消費者教育コーディネーターに位置付け → 課長（１名）＋課員（２名）

※ 職員の退職により、築き上げたネットワークや関係性が希薄になることを避けるため、複数人配置。

・ 主な担当業務：教育啓発（研修会や講座等）に係る企画及び調整、各種広報媒体を活用した啓発等

・ 現在配置職員の主な経歴：民間企業、消費生活相談員

３

・ 青森県消費生活センターの業務は平成１６年度からＮＰＯ法人青森県消費者協会に委託して実施

・ 県センターの業務は、当初、苦情相談対応業務が中心だったが、啓発活動や消費者教育のウエイトが増加

・ 消費者教育推進計画の性格も併せ持つ第３次青森県消費生活基本計画の策定（平成２８年度）

→ 幼児期から高齢期までの各段階に応じた、体系的な消費者教育に取り組むことを明記

・ 同時期に、学校における消費者教育推進の取組を開始

→ 学校や県教委をはじめ、様々な機関と連携する必要性が増加

（２）消費者教育コーディネーターの役割等



（３）外部委託によるメリット

３ 消費者教育コーディネーターの活動

前啓発担当課長は、中学校教諭・県教育庁スポーツ健康課長・特別支援学校長を歴任し、県教育委員会に太い人脈
を有していたことから、県が令和５年度まで国交付金を活用し実施していた、学校（中学校・高等学校・特別支援学
校・大学）における消費者教育推進事業において、学校関係者との連絡調整が円滑に行えた。

その際構築した各学校との関係性は現在も維持され、県内の特別支援学校から出前講座の依頼があった際、生徒の
理解促進のために大学生が寸劇を演じることとし、消費者教育コーディネーターが特別支援学校と大学の間で調整を
行うなどし、出前講座の開催に至った。

今後も、現在の消費者教育コーディネーター配置数を維持し、これまでに築き上げた学校等とのネットワークや、
関係性を維持して、積極的かつ効果的な消費者教育・啓発の展開のために活用していきたいと考えている。

４

（４）活動実績等

・ 外部環境の変化に対応しやすい → 新型コロナウイルス感染症への対応などでも柔軟性を発揮

・ 行政内部の人材だけでは得にくい、民間企業などでの様々な経験を有する人材による事業の推進

・ 担当者が２～３年で交替しないことにより、連携先との関係性の継続・強化がしやすい

（５）今後の活動の方向性



・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校 ・大学

令和６年度実績 作成動画本数５本 各16～20万回再生

４ ライフステージや場の特性に応じた消費者教育の推進

５

○ 子育て世代に向けた消費者教育の推進

○ 消費生活情報ネットワークの構築

職域における消費者教育推進等のため、事業者団体等の協力を得て、事業所の従業員等に、県等が提供する消費生活
に関する情報を伝えるネットワーク（消費生活情報ネットワーク）を構築

〔Ｒ７年３月時点 68団体（1,333事業所）登録〕

登録団体に「消費生活情報ネットワーク通信」（月１回作成）を送付し、各事業所で掲示・呈覧等してもらうことで、
従業員へ消費者トラブル事例等を周知

就学前の子どもを持つ親を中心とした子育て世代の意識啓発を図るため、効果的な情報発信や普及啓発のための手法、
啓発資料の内容等について検討のうえ、啓発資材等を作成・配布するとともに、ＳＮＳを活用した啓発を実施

○ 学校における消費者教育の推進（令和５年度まで実施）



５ 既存のネットワークを活用した消費者教育の推進

（１）青森県消費者トラブル防止ネットワーク会議

６

• 消費者被害の未然防止と救済のための情報交換や事例検討等を行う会議を年４回開催

• 同ネットワーク会議は、令和元年12月から消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議
会に位置付け

• 構成団体は、県弁護士会、県司法書士会、青森県警、社会福祉協議会など41の関係機関・
団体等

（２）青森県消費者教育連絡協議会

• 本県における消費者教育に関する行政機関等の連絡調整及び協議を行うため、平成18年度
に設置

• 構成課は、①青森県こども家庭部県民活躍推進課、②青森県交通・地域社会部地域生活文
化課、③青森県消費生活センター、④青森県教育庁学校教育課、⑤青森県教育庁生涯学習
課、⑥青森県金融広報委員会

• 令和５年度をもって、学校における消費者教育推進事業（交付金活用事業）が終了したが、
引き続き学校等における消費者教育を推進するため、本協議会を活用し、年１回、学校等
における消費者教育推進のための情報交換等を行っている

• 本協議会で協議を行った「若者向け消費者トラブル等に関する動画一覧」を昨年12月、県
内高等学校及び特別支援高等部に送付





６ 県内市町村における消費者教育に係る取組への支援

（１）県内センター連絡会議の開催

８

Ｒ７作成チラシ

（２）「相談窓口紹介ネットワーク」に係る市町村情報交換会の実施

• 青森県消費生活センターとセンター設置市との連携・協働の推進を図るための会議を年２回開催

• 相談業務のほか、消費者教育・啓発の実施状況についての情報共有

（３）高齢者等の見守り強化に向けた啓発ポスター等の配布

（４）出前講座の開催

市町村が構築した「相談窓口紹介ネットワーク」の効果を向上させるため、センター設置市を中心とし
た各圏域毎に、市町村担当者による情報交換会を実施

公共施設・地域見守り関係団体・薬局・病院等に対し、ポスター及びチラシを作成・配布

市町村などからの依頼により講師を派遣し、消費生活に関する講座を開催


